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埼玉司法書士会情報掲示板
県内市町村で司法書士による相談会開催中！

法ナビ第４号、いかがでしたでしょうか。今号は不動産賃貸の特集で

した。住居は毎日の生活の場となる大切な場所ですからトラブル無く、

安心して暮らしたいものですね。暮らしの心配事の解決に、司法書士が

お手伝いできることはたくさんあります。法ナビをきっかけに、お近くの

司法書士を活用してみてください！
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発行人　埼玉司法書士会

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
TEL：０４８－８６３－７８６１

デザイン・印刷　株式会社エース広告

出張法律相談会

空き家トラブル１１０番開催中

埼玉司法書士会司法書士総合相談センターでは、常設の相談センターのほかに、出張法律相談会を開催して
おります。不動産の名義変更や会社の設立をはじめ、相続、遺言、債務整理、裁判、成年後見に関することなど、
お気軽にご相談ください。ご相談をご希望の方は、予約が必要となりますので、総合相談センター（048－838－
7472）までご連絡ください。

毎週金曜日（午後６時から８時まで）に空き家トラブルに関する電話相談窓口を設置しています。空き家の
所有者や相続人、近隣の方から、空き家に関する悩みやトラブルの相談にお応えしますので、是非御利用くだ
さい。

関東ブロック司法書士会協議会市民公開講座
「子どもたちの今～未来のために、私たちができること～」

　埼玉司法書士会では関東ブロック司法書士会協議会市民公開講座「子どもたちの今～未来のために、私た
ちができること～」を以下のとおり実施します。

伊奈町コミュニティーセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月8日（木）・10月13日（木）・11月10日（木）・12月8日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 午後1時30分～4時30分
深谷市男女共同参画推進センター(L・フォルテ)・・・・・・・9月15日（木）午後１時30分～4時30分

※１０月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

寄居町中央公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月13日（火）午後1時30分～4時30分
※１０月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

吉川市民交流センターおあしす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月11日（日）午後1時30分～4時30分
※１０月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

日高市文化体育館「ひだかアリーナ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・   9月7日(水) 午後1時30分～4時30分
※１０月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

坂戸市文化施設「オルモ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月14日(水) 午後1時30分～4時30分
※１０月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

会場・日程（平成28年９月～１２月）

【開催日時】  平成29年３月までの毎週金曜日　午後6時～8時
【電話番号】 ０４８－８３８－１８８９（当日のみ通話可）

第１部　講演
　　　  講　師　社会福祉士　藤田孝典　氏
　　　  テーマ　子どもをとりまく貧困問題～父親の視点から～
第２部　講演

 講　師　一般社団法人女子高校生サポートセンターColabo
代表理事　仁藤夢乃 氏

 テーマ　難民高校生～絶望社会を生き抜くリアル～
第３部　対談

藤田氏×仁藤氏による対談
 テーマ　子どもたちの未来のために私たちができること

【開 催 日 時】 平成２８年１０月８日（土）午後１時30分～4時20分（開場 午後1時00分）
【会　　　場】 川越市やまぶき会館
【内 容】 
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本紙へのご意見・ご感想等は
埼玉司法書士会までお寄せください。

★今後の相談会等のご案内★
※さいたま市の会場につきましては、予約制とし、かつ、さいたま市在住の方に限り御相談の受付をさせていただきます。御了承ください。
※川口市キュポ・ラの会場につきましては、予約制（１０組まで）とし、埼玉司法書士会川口支部（０８０－６７４３－０１００）で受付しております。
※その他詳細（予約の要否等）については、各市区町村役場にお尋ねください。

相談場所 相談日時 相談場所 相談日時

さいたま市中央区役所
さいたま市桜区役所
さいたま市浦和区役所
さいたま市南区役所
さいたま市緑区役所
戸田市役所
戸田公園駅前行政センター
蕨市役所
さいたま市西区役所
さいたま市北区役所
さいたま市大宮区役所
さいたま市見沼区役所
さいたま市岩槻区役所
鴻巣市役所
北本市役所
上尾市役所
桶川市役所
伊奈町役場
川口市役所
川口市　キュポ・ラ
新座市役所　
和光市役所

富士見市役所
志木市役所
久喜市役所　
市民プラザかぞ

羽生市役所
蓮田市中央公民館
騎西総合支所　
北川辺文化・学習センター

大利根総合支所
幸手市役所
はぴすしらおか

熊谷市役所

　
本庄市役所
　
　
東松山市役所

小川町役場

川越市役所
ふじみ野市役所
ふじみ野市役所 大井総合支所
川島町役場
三芳町役場
所沢市役所
入間市役所
狭山市役所
飯能市総合福祉センター　　
坂戸市役所

越生町役場
　
鶴ヶ島市役所
越谷市中央市民会館

草加市役所
　
草加市物産情報館
三郷市役所
八潮メセナ
八潮市役所
春日部市役所　本庁
春日部市役所 庄和総合支所
秩父市役所
長瀞町役場
皆野町役場
小鹿野町役場
横瀬町役場

毎月第4水曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第2木曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第3火曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第1木曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第3木曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎週木曜日　午前10時～12時（＊予約制）
5・7・9・11・1月の第3水曜日　午後6時～8時（＊予約制）
毎月第1・3木曜日　午後1時～4時（＊予約制）
毎月第4木曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第2月曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第4金曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第2水曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第2火曜日　午後1時30分～4時30分（＊予約制）
毎月第2・第3木曜日　午後1時～4時（＊予約制）
毎週金曜日　午後1時30分～4時20分（＊予約制）
毎月第1木曜日　午後1時～3時30分（＊予約制）
毎月第2木曜日　午後1時～4時（＊予約制）
奇数月の第3木曜日　午後1時～3時（＊予約制）
毎月第2・4水曜日　午後1時30分～4時（＊予約制）
毎月第1・3水曜日　午後6時～8時30分（＊予約制）
毎月第2金曜日　午前10時～12時
毎月第1水曜日　午後1時～3時
【成年後見相談】偶数月第1水曜日　午前10時～12時
毎月第1・3火曜日　午前10時～12時（＊予約制）
例年10月に1日限り　午前10時～12時、午後1時～3時
毎月第1水曜日　午後1時～4時
毎月原則第1金曜日　午後1時～4時
（6・12月は午前10時～午後3時）
毎月第1水曜日　午後1時～4時
毎月第2水曜日　午後1時30分～3時30分（＊予約制）
5・8・11・2月第2金曜日　午前9時30分～11時30分
6・12月第2木曜日　午前10時～午後3時
9・3月第2木曜日　午前9時30分～11時30分
4・7・10・1月第2木曜日　午前9時30分～11時30分
毎月第3木曜日　午後1時～4時
毎月第3木曜日　午後1時30分～4時30分

【登記相談】 毎月第2月曜日(12月を除く)
午前10時～12時、午後1時～4時
【法律相談】1・3・4・6・7・9・10・12月
第3・4水曜日、2・5・8・11月　第4水曜日 
午後1時～4時（＊予約制）
奇数月第3金曜日　午前10時～午後3時（＊予約制）
【多重債務・成年後見・相続登記等相談】
偶数月の第3金曜日　午後1時～3時
毎月第3木曜日　午前10時～午後4時（＊予約制）
第1･3･5金曜日　午前9時30分～11時30分（＊予約制）
第2･4金曜日　午前9時30分～11時30分（＊予約制）
偶数月第3水曜日　午前10時～12時（＊予約制）
毎月第3火曜日　午前10時～12時（＊予約制）
毎月第1・3・5木曜日　午後1時～4時
毎月第1・3火曜日　午後1時～3時40分
毎月第2火曜日　午後1時～4時
毎月第3水曜日　午前10時～午後3時
原則毎月第1火曜日 【法律相談】午前10時～12時
【登記相談】午後1時～3時（＊法律相談のみ予約制）
毎月5日（土・日・祝の場合は翌日）
午前10時～12時　（＊予約制）
原則毎月第2木曜日　午前9時～12時　（＊予約制）
毎月第1水曜日　午前9時～12時
毎月第1木曜日、第３金曜日　午前9時～12時（＊予約制）
毎月第3木曜日（8月を除く）　午後１時３０分～３時３０分（＊予約
制、「くらしの法律総合相談」内）
毎月第2金曜日　午後5時～7時
毎月第3火曜日　午後1時～4時（＊予約制）
5･10月第4金曜日　午後1時20分～4時
毎月原則第3木曜日　午後1時～4時
毎月第3水曜日　午後1時～4時（＊予約制）
毎月第1水曜日　午後1時～4時（＊予約制）
毎月第3水曜日　午後1時～3時
奇数月第3金曜日　午後1時～3時
偶数月第2金曜日　午後1時～3時
偶数月第3水曜日　午後1時～3時
奇数月第3木曜日　午後1時～3時

※入場整理券の配布等詳細につきましては埼玉司法書士会HPをご覧ください。

編集後記

FMV-D550BX
ノート注釈
イニシャルの加筆　※前号と同様です。→（Ｋ．Ｋ）

akiyoshi kondou
テキストボックス
埼玉司法書士会情報誌「法Naviより」




